
（別紙１）

林産企業等の木材需要者による分収造林設定について

国有林における分収造林の新規設定に当たっては、これまで地域住民の生活の安
定、林業の振興や国民参加の森づくりの推進、また、「法人の森林」制度を活用し
た企業等による設定に努めてきたところですが、今般、これらの取組に加えて製材
・チップ用や燃料用木材等の安定確保を目的とした分収造林の設定を推進してくこ
ととしました。
九州国有林の人工林では資源の成熟化が進む中、国産材自給率の向上に向けた製

材工場の大規模化や合板用材への需要増、発電用としての木質バイオマス資源の需
要の高まりなど国産材資源の確保に向けた動きが活発化しています。
現在、木材関連企業における木材の調達については、木材市場での購入や国有林

等の協定取引、立木の買い入れなど多種多様となっておりますが、将来的な木質資
源の安定確保という観点からは、分収木を契約者が購入できる分収林制度の活用も
企業経営の一助になるものと考えているところであります。
このようなことから、各企業等におかれましては、下記留意事項を参照いただき

今回の公募地の積極的な活用についてご検討され応募いただきますようご案内申し
上げます。

記

林産企業等の木材需要者による分収造林の設定に係る留意事項

１．契約相手方の範囲
製材工場、合板工場等の林産企業、キノコや薪炭の生産者、造園、土木、バイ

オマス資材等を扱う企業。

２ 収益分収の割合
今回の公募地については「一般」分収造林として、分収造林契約に係る国と造

林者の収益分収の割合を、国１００分の３０、造林者１００分の７０として定め
ます。

３ 契約の条件
分収造林制度は、地元施設制度としての位置付けがあることから、契約相手方

が契約箇所の地域外に所在する場合は、地域の林業事業体等へ造林等の作業を委
託するなど、契約地の地域住民の雇用が図られるよう努めることとし、契約相手
方から造林等の実施報告を受ける際には作業の実施主体等などについても報告し
ていただくこととなります。

４ 造林作業等への補助について
造林作業等に活用できる国庫補助については、林野庁ホームページ（以下のUR

L参照）の資料等をご覧いただくとともに、具体の補助申請については、都道府
県に対して行うことになります。

（参考） 森林整備事業について
http://www.rinya.maff.go.jp/j/seibi/zourinkikaku/shinrinseibi_aramashi.html

５ その他
台風等の災害による森林損害への備えとして、森林保険の加入を推奨します。
詳しくは、最寄りの森林組合、森林組合連合会へご相談下さい。
（別添 森林保険パンフレットをご参照下さい。）










